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ラパイン訴訟に関する和解合意のお知らせ 

 

 

京セラ株式会社（社長：西口泰夫）は、２００３年１２月２２日（米国時間）、プルデンシャル・

セキュリティーズ・グループ・インク、プルデンシャル・エクイティ・グループ・インク、ラパ

イン・テクノロジー・コーポレーション、及びラパイン・ホールディング・カンパニーとの間で、

現在係属中の訴訟に係る全ての紛争について和解の合意に達しました。和解の費用は     

３３１．５百万米ドルです。和解についてのその他の条件については、契約上の定めから開示で

きませんので、ご了承願います。なお、本訴訟に関連する和解費用は既に引き当て済みであり、

この和解による業績への重要な影響はありません。 
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